
広
島
県
告
示
第
三
百
十
一
号 

 
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
生

活
介
護
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
五
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者 

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス 

事

業

を

行

う

事

業

所 

名

称 

主
た
る
事
務
所 

の

所

在

地 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

社
会
福
祉
法
人
三
原

の
ぞ
み
の
会 

三
原
市
西
野
三
丁
目

八
番
一
八
号 
三
原
き
ぼ
う
作
業
所

三
原
市
明
神
一
丁
目

一
八
番
一
号 

平
成
二
一
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
静
和

会 

府
中
市
土
生
町
一
六

三
六
番
地
一 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
所 

川
辺

荘 

府
中
市
篠
根
町
六
一

番
地 

平
成
二
一
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
倫 

東
広
島
市
黒
瀬
町
丸

山
一
八
番
三
五 

黒
瀬
あ
り
ん
こ 
東
広
島
市
黒
瀬
町
丸

山
一
八
番
地
三
五 

平
成
二
一
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
平
成

会 

東
広
島
市
高
屋
町
小

谷
五
〇
〇
一
番
地
五

デ
イ
セ
ン
タ
ー
こ
だ

ま 

東
広
島
市
高
屋
町
小

谷
二
九
二
一
番
地
一 

平
成
二
一
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
清
風

会 

安
芸
高
田
市
吉
田
町

竹
原
九
六
七
番
地 

清
風
会 

ほ
の
か 

安
芸
高
田
市
吉
田
町

竹
原
九
二
〇
番
地 

平
成
二
一
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
ひ
と

は
福
祉
会 

安
芸
高
田
市
向
原
町

長
田
一
八
五
七
番 

就
労
セ
ン
タ
ー
あ
っ

ぷ 

安
芸
高
田
市
甲
田
町

下
小
原
二
二
二
番
二 

平
成
二
一
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
ひ
と

は
福
祉
会 

安
芸
高
田
市
向
原
町

長
田
一
五
七
九
番
四

ひ
と
は
工
房 

安
芸
高
田
市
向
原
町

長
田
一
五
七
九
番
四 

平
成
二
一
年 

四
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
大
崎

福
祉
会 

豊
田
郡
大
崎
上
島
町

沖
浦
一
五
三
九
番
地

一 

ふ
れ
あ
い
工
房 

豊
田
郡
大
崎
上
島
町

大
串
三
〇
三
二
番
地

二 

平
成
二
一
年 

七
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
み
つ

ば
会 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字

寺
町
一
五
六
八
番
地

二 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所 

せ
ら
の
風

世
羅
郡
世
羅
町
大
字

寺
町
一
五
六
八
番
地

二 

平
成
二
一
年 

一
〇
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
あ
ら

く
さ 

三
次
市
甲
奴
町
本
郷

一
二
一
五
番
地
一 

あ
ら
く
さ 

三
次
市
甲
奴
町
本
郷

一
五
八
四
番 

平
成
二
二
年 

一
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
く
さ

の
み
福
祉
会 

廿
日
市
市
串
戸
五
丁

目
三
番
二
二
号 

く
さ
の
み
作
業
所 

廿
日
市
市
串
戸
五
丁

目
三
番
二
二
号 

平
成
二
二
年 

三
月
一
日 

 


